
              訪問看護ステーション上島              

 

☆事業所情報                      令和１年１０月１日現在 

事 業 所 番 号 ２２６７２９００２７ 

通常の実施地域 浜松市中区及び東区 

休  業  日 

日曜日及び 12 月 30 日～１月３日 

※祝日も営業です。 
※但し、必要に応じ休業日の対応をいたします。また、電話連絡は 24 時間

常時連絡が可能な体制としています。 

《介護給付 1 割負担額》  

訪問看護Ⅰ１ 20 分未満 ３１２円/1 回 

訪問看護Ⅰ２ 30 分未満 ４６９円/1 回 

訪問看護Ⅰ３ 30 分以上 1 時間未満 ８１９円/1 回 

訪問看護Ⅰ４ 
1 時間以上 

1 時間 30 分未満 
１，１２２円/1 回 

《介護予防給付 1 割負担額》  

予防訪問看護Ⅰ１ 20 分未満 ３０１円/1 回 

予防訪問看護Ⅰ２ 30 分未満 ４４９円/1 回 

予防訪問看護Ⅰ３ 30 分以上 1 時間未満 ７９０円/1 回 

予防訪問看護Ⅰ４ 
1 時間以上 

1 時間 30 分未満 
１，０８４円/1 回 

《共通》  

訪問看護サービス提供体制加算１ ６円/1 回 

訪問看護初回加算 ３００円/月 

緊急時訪問看護加算 ５７４円/月 

特別管理加算Ⅰ ５００円/月 

特別管理加算Ⅱ ２５０円/月 

退院時共同指導加算 ６００円/月 

看護・介護職員連携強化加算 ２５０円/月 

ターミナルケア加算 ２，０００円/月 

①早朝（６時～８時）・夜間（18 時～22 時）は 25％加算、深夜（22 時～6 時）は 50％加算

となります。 

②新規に訪問看護計画書を作成した場合は、初回加算を算定する場合があります。 

③浜松市は地域区分が「７等級」であるため、単位数に 10.21 円を乗じた金額の 1 割が自己負

担となります。 

 

《全額自己負担》  

死後の処置 １００００円（税別） 

交通費 
通常の実施地域外または、医療保険ご利用の場合は１ｋｍにつき２０円（税別） 

※実施地域内の場合、無料  
 

 


